
＜別紙2-1（共通評価　障害者・児福祉サービス版）＞ （2021.4）

第三者評価結果　

事業所名：サンライズガーデン青葉台

Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織
１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者評価結果

【１】
Ⅰ-１-（１）-①
　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

b

＜コメント＞

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者評価結果

【２】
Ⅰ-２-（１）-①
　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。

b

＜コメント＞

【３】
Ⅰ-２-（１）-②
　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。

b

＜コメント＞

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者評価結果

【４】
Ⅰ-３-（１）-①
　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

b

＜コメント＞

【５】
Ⅰ-３-（１）-②
　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

b

＜コメント＞

経営理念や基本方針「5つの実践行動」は「経営理念カード」に掲載し、職員に配布しています。朝礼、夕礼のほか、職員2～3名のグ
ループで行うミニ研修の場面では、経営理念カードを活用し、食事、排泄等の自立支援や、洗濯、リネン交換などの日常業務について、
理念に立ち返り点検し、職員への周知に努めています。今後、利用者、家族へも周知の工夫が期待されます。

社会福祉の専門紙を購読し、国、市町村、施設等の動向把握に努めています。把握した情報を基に官庁や施設から更に情報収集をした
り、現地調査も行っています。直近では、日中活動に特色のある近県の生活介護や就労継続支援B型事業所等に出向き、企業とのコラボ
レーションによる水耕栽培の活動などを視察しました。地元の青葉区とは、日中活動の場の少なさや重度障害者支援についての課題を共
有しています。今後は、経営課題の把握・分析の一環として、利用実績の数値化など利用状況の一層の視える化が期待されます。

経営課題は中・長期計画である「サンライズ5ヶ年計画」に位置付けており、「利用者の日常生活と社会生活へ向けての自立支援確立
化」、「サンライズシート（5S/カイゼン/問題解決/自立支援/課題創造）の実施運営」など、解決・改善すべき課題の中に、具体的取組
内容を明記しています。会社独自に考案した「サンライズシート」は、職員が主体的に課題を洗い出し、解決・改善につなげるツールと
してその活用に着手したところです。経営課題については、職員への一層の周知が期待されます。

中・長期計画として「サンライズ5ヶ年計画（2019年9月～2024年10月）」を策定しています。計画は「福祉人材の確保・育成強化「福祉
サービス全般に関わるデータベース化の構築」など解決・改善すべき課題を7本の柱で構成しています。各柱には課題解決に向けた具体
的な取組項目について、開始年月、実施済年月と「継続中」、「作成中」「実施済」、「予定」などの進捗状況を明記しています。今後
は、計画書に収支計画や、具体的成果、可能な数値目標等を盛り込み、実施状況の評価を行える内容とすることが望まれます。

単年度計画として「2022年度事業計画書」を策定し、「サンライズ5ヶ年計画」を一部反映させています。5ヶ年計画で、「働きやすい職
場環境の確立とコストダウン」を目標に、洗濯物干場の集約と確立を計画し、これを2022年の単年度計画で洗濯物干場の設置工事として
反映させました。そのほか行事計画、外部研修への派遣計画を掲載しています。今後、単年度計画は５ヶ年計画にリンクさせると共に、
計画書に収支計画や、具体的成果や可能な数値目標等を設定し、実施状況の評価を行える内容とすることが期待されます。



【６】
Ⅰ-３-（２）-①
　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している。

b

＜コメント＞

【７】
Ⅰ-３-（２）-②
　事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。

b

＜コメント＞

４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者評価結果

【８】
Ⅰ-４-（１）-①
　福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

b

＜コメント＞

【９】
Ⅰ-４-（１）-②
　評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している。

b

＜コメント＞

Ⅱ　組織の運営管理
１　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

【10】
Ⅱ-１-（１）-①
　管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。

b

＜コメント＞

【11】
Ⅱ-１-（１）-②
　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

b

＜コメント＞

（２）　事業計画が適切に策定されている。

事業計画は、朝礼、夕礼時などに職員から聴取した意見の反映のもとで、社長、施設長など幹部が策定しています。「サンライズ5ヶ年
計画」の各取組項目には、計画の開始年月、実施済年月や、「継続中」、「予定」などの進捗状況を明記し、一部を単年度計画に反映さ
せています。今後、計画策定から評価、見直しに至るプロセスについては、予め策定の時期、手順を明らかにする共に、事業計画につい
て職員への周知や理解を促す取組を工夫し、組織的な取組の強化が期待されます。

利用者に参加を促す観点から、行事計画の周知を図っていますが、事業計画の主な内容の十分な周知には至っていません。今後に向けて
は、中長期計画及び単年度計画について、自立支援の取組や、施設・設備を含む居住環境の整備など利用者の生活に密接に関わる計画内
容を中心に、利用者・家族の一層の周知への取組が期待されます。

サービスの質の向上に向けては、課題を洗い出し、解決・改善につなげるツールとして会社独自の「サンライズシート」の活用に着手し
ています。このシートでは、PDCAサイクルの改良版として「ＳＴＰＤＫサイクル「S（see）多情報の収集→Ｔ（think）課題発掘→Ｐ
（ｐlan）目標設定→D（do）実行→K（kaizen）改善）」の手法を用います。現在、シートは幹部による活用が中心ですが、今後組織的
取組とする方針です。今回、初めて受審した第三者評価では、非常勤を含む職員全体で自己評価に取り組みました。

支援に課題が生じた場合、朝礼時のミーティング等を通じて、速やかに職員間の情報共有や改善策の検討を行っています。今回、組織全
体で取組んだ第三者評価の職員自己評価については、全項目を職員一人ひとりが評価すると共に、施設の優れている点、課題について各
職員が文章で記載し洗い出しました。今後、職員が抽出した課題については、サンライズシートを用いて課題改善の組織的取組につなげ
る方向で検討中です。今回の受審を契機に、自己評価の定期的実施が期待されます。

（１）　管理者の責任が明確にされている。

管理者は、朝礼、夕礼、研修の場を活用し、「経営理念カード」を用いて理念や基本方針を職員に周知しています。災害、事故など有事
の際の対応や社長・施設長の連絡先は、支援の中枢エリアであるスタッフステーションに掲示しています。組織体制は、社長、施設長を
中心に、課題解決は各事案毎に各スタッフがアメーバのように主体的に情報収集を行い、誰もが自由に意見を表明でき、諸状況の変化に
対応してゆく組織運営を目指しつつ、特に虐待防止委員会の運営に力を入れています。

管理者は障害者総合支援法に基づき、職員の採用面接、入社時、入社後研修時に、障害者の日常生活や社会生活に係る自立支援の実践に
ついて周知、教育にあたっています。コロナ禍においては、管理者自身の研修の機会は十分に得られない状況でした。今後、機会を捉
え、雇用、労働、防災、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、一層の周知の取組が期待されます。



【12】
Ⅱ-１-（２）-①
　福祉サービスの質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。

b

＜コメント＞

【13】
Ⅱ-１-（２）-②
　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。

b

＜コメント＞

２　福祉人材の確保・育成

第三者評価結果

【14】
Ⅱ-２-（１）-①
　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている。

c

＜コメント＞

【15】
Ⅱ-２-（１）-②
　総合的な人事管理が行われている。

b

＜コメント＞

【16】
Ⅱ-２-（２）-①
　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。

b

＜コメント＞

（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている。

管理者は利用者情報の共有化に指導力を発揮し、「なるほどカード」「利用者情報」「利用者カルテ」「個人ノート」など独自のツール
を用いて、サービスの質の向上に努めています。各ツールの目的や使用方法は朝礼や研修などで浸透を図っています。「なるほどカー
ド」には、支援方法と理由を表裏に記載の上、スタッフステーションに掲示し可視化しています。管理者は、職員一人ひとりが支援の目
的、方法、理由等を共有することで、自ら決断し主体的に取り組む職員像を目指しています。サービスの質の評価については、自己評価
の継続的・組織的取組が期待されます。

管理者は「福祉サービス標準化ソフト」による業務の標準化及び写真や動画による可視化と共に、ソフトの作成段階から、生活支援員、
厨房、看護、事務など各職員の積極的な参画を促しています。新人職員のOJTにも標準化ソフトを活用し、視聴、実践、先輩職員の指
導、改善というサイクルを回し、育成に努めています。標準化項目は洗濯、入浴、食事、入所対応など日常業務や利用者支援など多岐に
わたり、未着手の項目も多数あります。取組は途上ですが、中長期計画にも位置づけており、業務の実効性を高める一層の取組の推進が
期待されます。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

複数の人材サイトを通じて、看護師などの採用活動を展開しています。中・長期計画である「サンライズ5ヶ年計画」には、「福祉人材
の確保と育成強化」を位置付けていますが、計画や取組内容の十分な具体化には至っていません。必要な福祉人材や人員体制に関する基
本的な考え方や、福祉人材の確保・育成に関する方針を明示し、計画に基づく人材の確保・育成が望まれます。

「求める人財像30、求めない人財像30」について、入社時や、研修時に資料配布し、「期待する職員像」の周知に努めています。昇進、
昇格等の条件を定めた就業規則や賃金に係る規程などの人事基準はファイリングし、事務所に保管しており、閲覧を希望する職員はいつ
でも内容を確認することができます。職員の評価基準は現在、労務士と作成中です。今後、昇進昇格や賃金水準のほか、必要なスキルの
水準、スキル獲得の機会（研修）の明確化などにより職員が自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりが期待されま
す。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

勤怠管理・シフト管理のクラウドシステムを導入し、シフト申請、有給休暇、時間外労働など、勤怠状況のデータ確認により職員の就業
状況を把握しています。パート勤務者が8割を占めるため、育児や介護など個々の状況に応じた働き方を実現できるようシフトを工夫
し、ワーク・ライフ・バランスに配慮しています。社長は毎月、職員一人ひとりに給与明細書を手渡しており、その際に行う面談は相談
等を受ける機会となっています。今後、働きやすい職場づくりの一層の推進に向けて、職員の心身の健康と安全の確保に向けた取組の充
実が期待されます。



【17】
Ⅱ-２-（３）-①
　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

b

＜コメント＞

【18】
Ⅱ-２-（３）-②
　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている。

b

＜コメント＞

【19】
Ⅱ-２-（３）-③
　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

b

＜コメント＞

【20】
Ⅱ-２-（４）-①
　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極的な取組をしてい
る。

c

＜コメント＞

３　運営の透明性の確保

第三者評価結果

【21】
Ⅱ-３-（１）-①
　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

b

＜コメント＞

【22】
Ⅱ-３-（１）-②
　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。

b

＜コメント＞

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

目標管理制度の前提となる期待する職員像として、「求める人財像30、求めない人財像30」を明らかにしていますが、職員一人ひとりの
目標管理の仕組みの構築は十分ではありません。組織の全体目標を踏まえた個々の目標設定のための面接や、進捗確認、目標達成度の確
認のための面接などの実施方法、目標管理における「サンライズシート」の位置づけなど、目標管理の仕組みの一層の明確化により、職
員一人ひとりの育成に向けた取組の推進が望まれます。

「期待する職員像」については「求める人財像30、求めない人財像30」を明示しています。「サンライズ5ヶ年計画」には、「福祉人材
の確保と育成強化」を位置付け、資格取得や教育・研修会などに取り組む方針です。単年度計画では今年度、初任者層の研修派遣を予定
しています。内部研修では、支援のあり方などをテーマに2～3名単位で実施してきた「ミニ研修」を、今年度中に「アカデミー研修会」
に進化させて、研修委員会による定期的開催や内容の充実を図る予定です。今後、研修計画や研修内容、カリキュラムなどの定期的評価
と見直しが期待されます。

新任職員の育成にあたり、OJTに「福祉サービス標準化ソフト」を活用し、新任職員がソフトを視聴し、業務の標準的実施方法を学び、
実践し、先輩の指導を受け、改善する一連のプロセスのサポートに努めています。内部研修では、2～3名単位で支援のあり方等をテーマ
に「ミニ研修」を実施しています。昨年度の外部研修はコロナ禍で中止でしたが、今年度は初任者層の受講を予定しています。資格取得
希望者には受講等に配慮する方針です。コロナ感染者数の減少によって、今後、外部研修の情報提供や参加勧奨により、一層の研修機会
の提供が期待されます。

（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

実習生など福祉サービスに関わる専門職の教育・育成の体制整備は未着手で、実習生等の受入れ実績はありません。今後、受入れに向け
た準備を進める予定ですが、準備にあたっては、専門職の研修・育成に関する基本姿勢の明文化や実習マニュアルの作成などが期待され
ます。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。

ホームページでは、施設概要、一日の流れ、サービスに係る費用、施設設備等を紹介しています。SNSには昼食や夕食の食事内容も投稿
しています。フリーペーパーの配布による施設の案内は昨年3月より継続中で、「サンライズ5ヶ年計画」に位置付けています。第三者評
価は、今回が初めての受審で、評価結果を公表予定です。今後に向けては、ホームページ等の積極的な活用により、理念、基本方針、ビ
ジョン等を社会や地域に発信し施設の役割を伝えたり、事業計画、事業報告、予算、決算情報を公開するなど、一層の運営の透明性の確
保が望まれます。

施設における財務・経営管理、組織運営等については、弁護士、税理士、労務士など外部の専門家との契約の下、専門的支援を得て、施
設経営・運営の適正性の確保に努めています。今後も、専門家の指導・助言に基づき、経営、財務等の改善課題の発見や経営改善に取り
組むと共に、定期的なチェック体制の確立など問題の未然防止の仕組みの構築が望まれます。



４　地域との交流、地域貢献

第三者評価結果

【23】
Ⅱ-４-（１）-①
　利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。

b

＜コメント＞

【24】
Ⅱ-４-（１）-②
　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。

c

＜コメント＞

【25】
Ⅱ-４-（２）-①
　福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。

b

＜コメント＞

【26】
Ⅱ-４-（３）-①
　福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。

b

＜コメント＞

【27】
Ⅱ-４-（３）-②
　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。

b

＜コメント＞

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

月1回、近隣の公園で行う自治会主催の清掃活動には、職員2名と利用者10名程で参加しています。利用者と共に施設周辺の散歩や清掃を
行う際には、挨拶や簡単な会話など、地域住民との交流に努めています。庭に栽培するキウイフルーツやメロンの手入れを行う場面で
は、地域住民との自然な会話が生まれ、交流の機会となっています。活用できる社会資源については、積極的な情報収集と利用者への情
報提供により、個々のニーズに応じた多様な地域交流の機会の提供が期待されます。

ボランティアの受入れ実績はなく、今後の課題と認識しています。近隣の大学に福祉施設とのコラボレーションによる壁画の作成実績が
あることを知り、職員と面談を行いました。事業所ではアート教室を行っていることなどから、今後、アートでのタイアップの可能性も
視野に、具体的な交流方法を模索中です。今後、ボランティアの受入れに向けた体制整備については、受入れに対する基本姿勢の明文化
や実習マニュアルの作成が期待されます。

（２）　関係機関との連携が確保されている。

社会資源のリストとして、名刺帳、関係機関連絡先、短縮電話番号リストなどを作成しています。主治医への連絡時は、「利用者カル
テ」で連絡先を確認しています。行政、相談支援事業所、日中活動支援事業所との情報共有に注力し、トラブル、不穏な行動、パニック
のほか、上手にできたこと、以前より改善できたことを伝えるよう心掛けています。定期的な連絡会への出席はありませんが、相談支援
事業所が開催するカンファレンスには、積極的に出席し、利用者の生活状況や課題点を共有しています。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

利用者支援を通じ、相談支援事業所や日中活動支援事業所と連携を取り合う中で、具体的な福祉ニーズを把握しています。虐待や介護放
棄、貧困、介護者の高齢化など、地域で利用者が置かれている状況を的確に捉えています。青葉区役所職員との話し合いの機会も得てい
ます。短期入所利用中の日中活動の充実を図り、重度障害者のサービス利用を推進する必要性などを課題としています。

敷地内に井戸を掘り、災害時に備えています。地域が断水になった場合は、近隣住民にも井戸水を活用してもらいたいと考えています。
敷地内では、家庭菜園（約50坪）として、野菜や果物を栽培しています。その収穫物を近隣におすそ分けすることで、顔の見える関係を
築き始めています。日常的にコミュニケーションを重ねていき、ゆくゆくは障害者と健常者、施設利用者と住民などの垣根を越えて、互
いの理解が深まることを目指しています。



Ⅲ　適切な福祉サービスの実施
１　利用者本位の福祉サービス

（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている。 第三者評価結果

【28】
Ⅲ-１-（１）-①
　利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。

b

＜コメント＞

【29】
Ⅲ-１-（１）-②
　利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提供が行われている。

c

＜コメント＞

【30】
Ⅲ-１-（２）-①
　利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極的に提供している。

b

＜コメント＞

【31】
Ⅲ-１-（２）-②
　福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやすく説明している。

b

＜コメント＞

【32】
Ⅲ-１-（２）-③
　福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サービスの継続性に配慮した対応を行ってい
る。

b

＜コメント＞

【33】
Ⅲ-１-（３）-①
　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。

c

＜コメント＞

利用者の自立支援を、経営理念に明示しています。生命の尊厳、個人の尊厳、人権擁護などついては、倫理綱領に簡潔にまとめていま
す。職員行動指針と共に事務室や多目的室に掲示して、職員の身近なものとしています。朝礼や研修の場で、倫理綱領と職員行動指針に
基づいて、日頃の利用者支援を振り返っています。利用者の尊厳や基本的人権への配慮については、マニュアルへの記載や定期的評価な
どを今後の課題としています。

居室は全て個室であり、訪室時のドアノックとドア閉めの基本を忠実に行い、利用者のプライバシー確保に努めています。浴室のパー
テーション、シャワー室前のカーテン、各居室の日除けなどを設置しています。トイレ誘導の声かけや排泄失敗のフォローなど利用者の
羞恥心にも配慮しています。プライバシー保護についてのマニュアルや規程は、現段階では整備している最中です。利用者や家族への取
組の周知も今後の課題となっています。

（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

施設パンフレットやホームページは写真を多用し、説明は簡潔であり、わかりやすい内容となっています。ベッド、エアコン、テレビ、
衣装棚を完備した清潔な居室、広くて明るい食堂や浴室、敷地内の畑や人工芝の写真から、施設での暮らしがイメージできます。相談支
援事業所や家族から施設利用の相談を受けて、見学と面談に対応しています。利用にあたっての不明点や不安点をじっくりと聞き取り、
細かく丁寧に説明しています。体験入所を経て、短期入所の利用開始となります。パンフレットの設置場所を増やし、定期的な見直しで
より良い内容を目指すなど、積極的な情報提供が期待されます。

契約時には、重要事項説明書と契約書を読み合わせています。利用者と家族、立会人、代理人などに、1日のタイムスケジュール、施設
設備、利用時の留意点などを伝えています。利用者本人が施設入所に納得して来所できるように話し合い、信頼関係の第一歩を踏み出す
よう努めています。サービス内容や料金設定についても理解が得られるような説明を心掛けています。本人が説明を受けたり契約を締結
することが困難な場合の対応について、ルール化していくことが期待されます。

短期入所を終えて帰宅する際には、家族に利用中の心身状態・様子や現在自立度・未来自立度を詳しく説明しています。必要に応じて利
用者の個人ノートなどの記録等を開示しています。相談支援事業所が開催するカンファレンスには、積極的に出席し、利用者の生活状況
や課題点を共有しています。事業所間の引き継ぎ文書としては、看護師がサマリーを作成しています。利用終了後の相談方法や福祉サー
ビスの支援体制を記載した文書を提示し、切れ目のないサービス提供により、利用者や家族の安心につながることを目指しています。

開設3年を迎え、今回の第三者評価における利用者アンケートが初めての満足度調査となります。日頃から利用者とのコミュニケーショ
ンは活発であり、利用者が積極的に事業所への希望、意見、満足度を表出できる環境としています。意志表出が困難な利用者でも、日頃
の利用者と関わりの中で察知するように努めています。今後は、利用者満足度の仕組みを作り、定期的に継続した取組を進めることが期
待されます。

（３）　利用者満足の向上に努めている。



【34】
Ⅲ-１-（４）-①
　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

b

＜コメント＞

【35】
Ⅲ-１-（４）-②
　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。

b

＜コメント＞

【36】
Ⅲ-１-（４）-③
　利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。

b

＜コメント＞

【37】
Ⅲ-１-（５）-①
　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。

b

＜コメント＞

【38】
Ⅲ-１-（５）-②
　感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行っている。

b

＜コメント＞

【39】
Ⅲ-１-（５）-③
　災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。

b

＜コメント＞

（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

契約時に重要事項説明書などを用いて、苦情相談窓口や第三者委員会の設置について説明しています。「苦情解決に関する規程」を作成
し、「苦情受付書」、「苦情処理通知書」、「苦情に関する結果報告書」の様式を定めています。今のところ苦情の申し出はありません
が、苦情解決の仕組みをわかりやすく掲示したり、資料を配布するなど、利用者や家族への周知を継続することが期待されます。

スタッフステーションには常に支援員が待機し、利用者が言葉をかけやすい環境を作っています。エントランスホールや食堂ソファーは
1対1で話しやすいスペースを確保しています。職員は積極的に利用者と関わり、利用者の言葉を引き出したり、表情やしぐさから思いを
読み取るなどしています。今後は、これら相談や意見に関する具体的な取組を文書化して、利用者や家族に配布し、周知を図ることが期
待されます。

利用者から聞き取った相談内容は、スマートフォンのチャットシステムで職員に周知した後、朝礼で詳細内容を共有します。その後、事
業所が独自に考案した「アスキングシート」を使用して、対応策を検討します。「自立支援テーマ」「自立・自律・要望・希望」「解決
策」の欄に記入しながら、全体像を把握していきます。将来への不安、グループホームの選択、日中活動への要望などを聞き取っていま
す。「解決策」の検討手順について、整備が必要だと思われます。また、事業所への意見や要望を把握する取組を実施することも期待さ
れます。

事故発生時の対応や安全確保についてのフローチャートをスタッフステーションに掲示しています。読まずに一目でわかるように、内容
の簡素化を検討中です。ヒヤリハット事例の提出を職員に奨励し、想定し得るリスクを拾い出して、朝礼や研修で要因や改善策を話し
合っています。事故の予防、発生時、再発防止に関するマニュアル作成やリスクマネジメント委員会の定期的な開催が期待されます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、消毒、換気、手洗い、うがい、マスク着用の基本を実行し、入館者に体温測定、手の消毒
を厳行しています。短期入所開始時には利用者に抗原検査を実施しています。厚生労働省の感染症対策マニュアルを拠りどころとして感
染症対策を遵守していますが、事業所の実情に見合ったマニュアル作成が期待されます。

年２回、定期的に避難訓練を行い、避難経路を周知し、防災用具や井戸水の確認などをしています。敷地内の備蓄庫には、食料、飲水、
紙食器、防寒用具、工具などを納め、賞味期限間近の食料品は、昼食に「ラーメンの日」などと銘打ってローリングストックを実施して
います。また、日頃から職員は色分けしたキーストラップを首にかけています。色分けにより、緊急時に誰がどの非常口に駆けつけるか
をルール化しています。今後は、安否確認方法の徹底、利用者家族への連絡方法、地域への避難訓練参加の呼びかけなどの取組を、ひと
つひとつ進めていくことが望まれます。

（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。



２　福祉サービスの質の確保

（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 第三者評価結果

【40】
Ⅲ-２-（１）-①
　提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されている。

b

＜コメント＞

【41】
Ⅲ-２-（１）-②
　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

c

＜コメント＞

【42】
Ⅲ-２-（２）-①
　アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定している。

b

＜コメント＞

【43】
Ⅲ-２-（２）-②
　定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。

c

＜コメント＞

【44】
Ⅲ-２-（３）-①
　利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。

b

＜コメント＞

【45】
Ⅲ-２-（３）-②
　利用者に関する記録の管理体制が確立している。

b

＜コメント＞

マニュアル作成ソフトである「福祉サービス標準化作成ソフト」を使用して、介助法や設備使用法の標準的な実施方法をデジタル作成
し、職員同志で共有しています。現場の写真や動画を多用しているので、実際の動作がイメージしやすく、業務のあるべき姿として有効
なデジタル標準化の構築をしています。新任職員はまず業務のあるべき姿である標準化を学び、実践後、先輩職員から指導を受けていま
す。今後は、利用者の尊重や権利擁護に関わる姿勢の明示が期待されます。

「個人情報取り扱いの規程」を作成し、個人情報の適正管理について明文化し、施設長を管理者と定めています。また、ホームページに
個人情報保護ポリシーを載せ、ウェブサイトに関わる取り扱いを明記しています。契約時には、「個人情報使用同意書」により必要最小
限の範囲で個人情報を使用することに同意を得ています。新人研修にて個人情報の取り扱いや守秘義務について学んでいますが、規程や
法律についての読み合わせや理解度評価は行われていません。

業務のデジタル標準化作成ソフトは、職員の誰もが随時更新できる仕組みであり、生活支援、看護、厨房、清掃、事務と事業所の業務全
般を網羅しています。施設長が更新内容を最終チェックと指導をしています。利用者が必要とするサービス内容は日々変化し、新たな技
術、知識や設備の導入が必要不可欠です。業務内容が変化した場合は、そのソフトを随時更新しているものの、更に定期的に見直される
ことが期待されます。

（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

独自に考案したシートを用い、計画を策定しています。利用開始時には利用者の基本情報や日常生活動作、本人・家族の意向、希望する
援助などを詳細に聴き取り、「利用者情報」シートに整理しています。「利用者カルテ」には入所理由や施設利用のゴールを記載してい
ます。個別支援計画書に代わるシートとしては「サンライズシート、日常生活支援シート、社会生活支援シート」を作成中です。利用者
のニーズ把握（アセスメント）、アセスメントに基づく計画策定、計画の同意については短期入所事業所に応じた実施の手順を定め、職
員間の協議により行うことが期待されます。

アセスメントに基づく計画を策定し、サービス提供→モニタリング（評価・見直し）→再アセスメントのサイクルを循環させていくこと
が望まれます。モニタリングは通常、６ヶ月以内の実施ですが、短期入所事業所では、計画策定について法令上の縛りがないため、繰り
返し利用している場合や、長期間に及ぶ場合については、それぞれ適切な節目にモニタリングを行う方法も考えられます。計画の評価・
見直しや利用者の意向把握と同意の手順を組織として定め、実施していくことが期待されます。

（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

利用者の状況をバイタル管理表と個人ノートに記載し、職員間で共有しています。「利用者カルテ」には個別のスケジュールを記入し、
済んだものには○を黒く塗りつぶして、利用者の行動を把握しています。短期入所事業所に応じた個別支援計画等を策定し、計画を基に
サービス実施状況を記録することが期待されます。現状では、利用者の心身状態の変化や職員間の伝言は、スマートフォンのチャットシ
ステムで職員に周知します。朝礼では、言葉の微妙なニュアンスなど口頭で伝わる情報の質を重要視して、全情報共有を図っています。
職員によって差異が生じないように、記録内容・書き方の標準化も期待されます。


